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平成２９年度 第２回文京区バリアフリー基本構想推進協議会 

議事録 

日 時：平成２９年１１月７日（火） 午前１０時００分～１２時００分 

場 所：文京シビックセンター２４階 第一委員会室 

出席者：委員２３名（うち代理３名）、幹事７名、傍聴１名、事務局３名 

○文京区バリアフリー基本構想推進協議会 委員名簿 

№ 区  分 所  属 氏  名 出欠 

1 
学識経験者 

岩手県立大学 名誉教授 元田 良孝 出席 

2 東京大学 大学院工学系研究科建築学専攻 教授 西出 和彦 出席 

3 

区民 

障害者団体 

文京区視覚しょうがい者協会 吉田 美奈子 欠席 

4 文京区肢体障害者福祉協会 中村 雄介 出席 

5 文京区内部疾患友の会 田中 誠一郎 出席 

6 文京区聴覚障害者協会 新井 賢二 出席 

7 文京区肢体不自由児者父母の会 住友 孝子 出席 

8 文京区家族会 前山 栄江 欠席 

9 文京区知的障害者（児）の明日を創る会 佐藤 澄子 出席 

10 高齢者団体 文京区高齢者クラブ連合会 三宅 絢子 出席 

11 商店街 文京区商店街連合会 川又 靖則 欠席 

12 町会 文京区町会連合会 諸留 和夫 出席 

13 地域員 文京区民生委員児童委員協議会 水野 妙子 出席 

14 公募   猿渡 達明 出席 

15 公募   土岐 悦康 出席 

16 公募   西村 久子 出席 

17 公募   井本 佐保里 欠席 

18 関係行政 
機関 

国 国土交通省 関東運輸局 交通政策部 消費者行政・情報課長 笠間 雅弘 出席 

19 東京都 東京都 都市整備局 都市基盤部 交通企画課長 谷崎 馨一 欠席 

20 

施設 
管理者 

国道 国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 交通対策課長 三條 憲一 欠席 

21 都道 東京都 建設局 第六建設事務所 管理課長 鈴木 義治 出席 

22 区道 文京区 土木部 道路課長 佐久間 康一 出席 

23 都立公園 東京都 建設局 東部公園緑地事務所 管理課長 蛭間 浩之 欠席 

24 区立公園 文京区 土木部 みどり公園課長 橋本 万多良 出席 

25 

交通 
管理者 

警視庁 

富坂警察署 交通課長 守谷 光明 出席 

26 大塚警察署 交通課長 丸屋 貴史 出席 

27 本富士警察署 交通課長 馬渡 幸一 欠席 

28 駒込警察署 交通課長 岡本 明治 欠席 

29 

交通 
事業者 

地下鉄 
東京地下鉄株式会社 鉄道統括部  移動円滑化設備整備促進担当課長 木津 和久 代理 

30 東京都 交通局 総務部 総合技術調整担当課長 生越 啓史 代理 

31 都営ﾊﾞｽ 東京都 交通局 自動車部 計画課 事業改善担当課長 野澤 正幸 代理 

32 区ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ 日立自動車交通株式会社 部長代理 西窪 裕光 欠席 

33 関係事業者 高齢者あんしん相談センター富坂 事業所長 望月 修 出席 

○文京区バリアフリー基本構想推進協議会 幹事名簿 

№ 所     属 氏     名 出欠 

1 文京区企画政策部長 吉岡 利行 出席 

2 文京区福祉部長 須藤 直子 出席 

3 文京区都市計画部長 中島 均 出席 

4 文京区土木部長 中村 賢司 出席 

5 文京区企画政策部企画課長 事務取扱 企画政策部参事 加藤 裕一 欠席 

6 文京区アカデミー推進部オリンピック・パラリンピック推進担当課長 横山 尚人 出席 

7 文京区福祉部福祉政策課長 木幡 光伸 欠席 

8 文京区福祉部障害福祉課長 中島 一浩 出席 

9 文京区都市計画部都市計画課長 吉田 雄大 出席 

10 文京区土木部管理課長 事務取扱 土木部参事 小野 光幸 欠席 
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会議次第： 

１ 開会 

２ 委員委嘱・委員紹介 

３ 議題 

（１）第１回推進協議会以降の検討状況について 

（２）文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画（素案）について 

（３）その他 

４ 閉会 

 

配付資料： 

・次第 

・協議会委員名簿 

・資料１ 第１回推進協議会以降の検討状況 

・資料２ 文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画【山の手地域（東部・中央・西部）】（素案） 

・資料３ 文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画【山の手地域（東部・中央・西部）】 

概要版（素案） 

・参考資料１ まち歩きワークショップの意見の整理 

当日配付資料 

・座席表 

・文京総合福祉センター祭りチラシ・ワークショップの楽しみ方 
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議事要旨： 

１ 開会 

・都市計画課長により開会。 

・配付資料の確認。 

 

２ 委員委嘱・委員紹介 

・新任委員の席上に委嘱状を配付。 

・事務局より新任委員紹介並びに委員及び幹事の出席状況等の報告を行った。 

 

３ 議題 

（１）第１回推進協議会以降の検討状況について 

・事務局より資料１を説明 

元田会長：道路管理者の意見交換の場が持たれたのは良いことだと思います。他の部門も必要があればこ

ういった情報交換の場を持っていただけるとよいと思います。 

 

（２）文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画（素案）について 

・事務局より資料２を説明 

三宅委員：7 ページに生活関連施設として大塚北会館が掲載されていません。場所は 20 番の児童館の近

くです。平成 27 年に閉鎖され、その後改築されています。現在 4 クラブが活動の拠点としていますの

で、状況を教えていただけないでしょうか。 

事務局：ご指摘の大塚北会館は、大規模改修工事を行い、部屋の貸出を行っている施設と認識していま

す。生活関連施設として記載がないことについては確認して回答します。 

諸留委員：この協議会が始まってから時間が経っており、現状と異なっている点があると思います。小石

川東京病院も現在閉鎖されています。音羽地域活動センターは 12 月に移転予定とありますが、地区別

計画策定時点では予定ではなく確定しています。全体を見直していただいて現状と整合をとっていた

だければと思います。 

事務局：音羽地域活動センターについては、※印で記載している通り、3 月に策定する時点では開設され

ている施設になります。バリアフリー基本構想策定時から 2 年経過していますので、生活関連施設の

記載についても現状を確認し、必要に応じ更新を行います。 

元田会長：どうしてもまちは変わっていきますので、随時更新作業は必要だと思います。 

田中委員：事務局へのお願いですが、今月 11 月 1 日に協議会資料が届きましたが、不在にしており、郵

便局に受け取りに行くこともなかなかできず、確認期間が短くなってしまいました。それぞれの事情が

ありますので、もう少し早く送っていただけるとありがたいです。また、私は文京総合福祉センターの

お風呂を利用するのですが、8 月に江戸川橋駅にエレベーターが設置されたことを知って行ってみよう

としたところ、道路から設置個所がわからず、問い合わせようとした交番も混雑していたため使用を諦

めました。9 月に行った際には交番で順番を待って聞いてやっと使用することができました。目白通り

に面して案内表示があれば探しやすいと思います。 

事務局：資料の発送が遅いという指摘については申し訳ありません。今回の資料提示にあたっては、多く

の事業者とのやり取りがあり、なるべく最新の状況でお示ししたいということと、事前に庁内での調整

を行う必要があり、今回はこの時期に発送することになりました。今後も最大限努力して早めに送れる



4 
 

ように努めていきます。 

階上委員代理：江戸川橋駅の地上エレベーターへの案内については、ご指摘の通りであり、特定事業にも

設定しているところです。弊社としても問題を認識しており、整備について検討していくところですの

で、お待ちいただければと思います。 

土岐委員：質疑事項についてあらかじめ事務局にお示ししていますのでご確認ください。この場では特に

気になった点だけ発言させていただきます。地下鉄の特定事業の中で、安全性という観点から、ホーム

上に狭い箇所があるという表現があるにもかかわらず安全対策について実施時期が短期でないものが

ありますが、いかがなものでしょうか。構内の照度の改善も短期に対応すべき内容ではないかと考えま

す。また、私の居住地に近い白山上交差点は歩道がとても狭いです。大学の行事がある場合、外部から

の第三者の利用もあり歩道を人が埋め尽くす状況です。緊急対応をソフト・ハード両面から検討する必

要があります。心のバリアフリーの啓発や交差点に接する店舗の協力を得るプログラム、道路利用を分

散する方法など、事務局で取りまとめて検討いただきたいと思います。まち歩きワークショップでは、

千石図書館で車いす使用者用駐車スペースについて意見がありましたが、特定事業に反映されていな

いと思います。どういう状況か教えてください。 

事務局：地下鉄駅の照明等についてはソフトとハードがセットになったような書き方になり、短期と中長

期の内容が混ざっているように見受けられますので、表現の方法を工夫するよう調整したいと思いま

す。工事を伴わないでできるものをソフト的なものととらえていますが、工事を伴い相応の経費が掛か

るものはハード的なものととらえています。千石図書館については、敷地内に誰でも使用できる駐車場

を設けるのは難しい状況のなか、開放してしまうと一般の方が自由に駐車してしまう状況が過去にも

あったとのことであり、障害者が必要な時に利用できる駐車場を確保するため、開放せず、事前に連絡

してもらうこととしているとの回答がありました。ご意見を参考にしつつも現状を踏まえ、実現できる

内容は事業として表現していきたいと考えているところです。 

佐藤委員：道路について、視覚障害者誘導用ブロックが剥げていたり凸凹になっていたりするところは補

修の予定があるのでしょうか。また、視覚障害者にとって重要な歩車道境界の段差の確保についてはど

のように対応していくのか教えてください。 

佐久間委員：視覚障害者誘導用ブロックの補修については、職員の点検により問題が発見された場合や、

利用者からの指摘があれば早急に対応しています。また、ブロックが滑るという意見もあったため、滑

りにくくなるような補修も随時行っています。歩車道の段差についても 2ｃｍを標準として整備してい

ます。段差がないタイプの視覚障害者に対応したブロックも採用の対象としています。 

佐藤委員：生活関連施設について福祉施設は今回示されているものだけではなく、通所施設などもありま

すが、記載がないのはどういう理由でしょうか。 

事務局：かねてより学校の位置づけについても同様の議論がありましたが、生活関連施設設定の前提とし

て、法の背景を踏まえ、不特定多数の利用があるものとしています。通所施設はこの範疇の外ととらえ

ており、昨年度以前も同様に整理しています。 

三宅委員：人的対応についていろんな施設で述べてくださっていて、心のバリアフリーの認知が進んでい

ると感じます。この考えを大きく広げていきたいです。障害者だけでなく、困っている人にやさしく対

応していこうという流れになってきていることに感謝しています。 

事務局：公的施設における人的対応の必要性については法の位置づけにかかわらず、必要なものと認識し

ています。障害者差別解消法でも合理的配慮は義務化されています。区でも福祉部による職員研修など

全庁的に対応しているところです。今後も推進していきます。 
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西出副会長：建築物の中で大規模改修を予定している施設もあるかと思いますが、その際には設計の段階

での当事者参加をぜひお願いしたいと思います。また、坂の途中にベンチを設置するという事業があり

ますが、最近ベンチはホームレスの利用などがあり迷惑施設化しているところもあります。事業の実施

にあたっては、周辺の住民と十分相談して設置していただければと思います。 

事務局：事業の推進は、障害者差別解消法の施行を踏まえつつ、バリアフリー法に基づいて行っているも

のですので、これらの理念に基づいて事業を推進していくことが重要と認識しています。この場で各施

設の対応を決めることはできませんが、当事者参加について事業者にお伝えしていきたいと思います。

ベンチ設置への指摘についても、丁寧な対応をしていくよう各事業者に意見を伝えていきます。 

猿渡委員：文京学院大学のホールに段差があり、車いすでは入れません。大学でも一般開放しているホー

ルなどについてはスロープや視覚障害者誘導用ブロックの設置などを進め、使えるようにしていただ

けると嬉しいです。私は白山に住んでいますが、周辺の道路は警備員が立っていても使いづらいと思い

ます。千石駅もエレベーターの設置位置がわかりづらい状況があると思います。東大前駅も 2 ルート

目のバリアフリールートを作っていますが、エレベーターを使いたい人に分かりやすいような案内表

示をお願いしたいです。白山上交差点は特に方向がわかりにくいと思います。また、バスについては、

停留所で車いすの人が乗るとき、路面などに車いすマークがついていれば、乗車位置がわかります。車

いすでのバスへの乗車に慣れていない人や、後ろから乗ることを知らない人もいるので配慮いただけ

ればと思います。 

事務局：文京学院大学については案内の設置などを特定事業として位置付けています。ご意見はお伝えし

たいと思います。私どもは公の身であり、障害者差別解消法を踏まえ、皆さんが活動しやすいまちづく

りを進めるという意識を持っていますが、民間事業者も同様と認識しています。意識を一つにしてバリ

アフリーに配慮した事業を進めていきたいと考えています。個別の意見については、100％反映できる

とは限りません。社会状況が変化する中で、特定事業として記載すると事業の実施が義務化されるとい

うことを踏まえて特定事業には設定していないということもあります。思いは前向きであると認識し

ていますのでご理解いただきたいと思います。 

中村委員：予算の制限の中で、努力していただいていることに感謝しています。どんどん文京区がいい状

況になっていくこととうれしく思います。ハード面についてはいろいろと方針を伺いましたが、ソフト

面では、具体的にどうしていくのかが示されていないように思います。自転車に関するものは記載して

いるように思いますが、その他について具体的な方針がありましたら教えてください。 

事務局：障害者差別解消法が施行され、区では全職員に対する研修等を実施し、意識の改善、理解から行

動に結びつくように取り組んでいるところです。公共施設で言えば、バリアフリーに特化した取り組み

ではないですが、窓口がある施設では各施設にコミュニケーションがスムーズに行われるようなボー

ドの設置を行っています。民間の事業者も含めて、ハード、ソフト両面から事業を設定していただいて

いると思います。ご意見についてはより一層取り組みが進むよう各事業者に働きかけていきたいと思

います。 

住友委員：アカデミー向丘について、バリアフリー設備は整備されているが使い勝手が悪い箇所も指摘さ

れているという文言があります。新しい施設での使い勝手が悪い状況とは、具体的にどういうところで

しょうか。 

事務局：敷地境界へのミラーの設置、という事業がありますが、視認性の問題について指摘が出ていると

ころです。新しい施設ではありますが、実際に使ってみての指摘があったものと認識しています。 

住友委員：アカデミー向丘には料理教室ができる調理室がありますが、車いす対応になっていません。以
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前にも指摘したことがありますが、調理台の下が空洞になっていないので使えません。特定事業として

は記載がないですが、早急に対応できることではないかと思いますのでご検討いただければと思いま

す。他にもそういう細かいことはあるのではないでしょうか。今後の改善予定があるか教えてくださ

い。 

事務局：事務局としてはこの場でご回答しにくいところですが、意見はお伝えしていきます。 

中村委員：今の意見に関係し、アカデミー向丘前から旧白山通りに出るには最短ルートは私道であるた

め、迂回が必要になります。アカデミー向丘の脇の区立第六中学校の門のところを通行できるようにし

てほしいと思います。 

西村委員：各地域の方針として、自転車利用ルールの徹底など心のバリアフリーについて記載がありま

す。資料 2 の 8 ページだけは整備と合わせという言葉が出てきますが、歩道を自転車と歩行者、車い

すが混ざって通行するのは非常に怖いと感じています。長期的な取組でもいいので、外国の整備のよう

に自転車が専用の空間を走れる道路の整備を検討していただきたいと思います。 

事務局：基本的には私たちもそうなることを期待しています。道路交通法では、自転車の利用方法に矛盾

が生じていると認識しています。交通戦争と呼ばれた時代からの経緯があり、日本の独特な交通事情か

ら歩道利用の慣習ができてしまっている状況です。自転車は軽車両であるという認識を高める必要性

から心のバリアフリーとしての位置づけを記載しています。道路の事業は、長い期間と莫大な費用が必

要なものがありますが、ご指摘の通り、安全で快適な、またエコなツールとしての思想を取り入れた政

策を研究していきたいと考えています。 

元田会長：私も今の意見には賛成です。自転車と歩行者は分けないと双方にとって不幸であり、環境整備

が必要です。今の道路の状態は問題だと思っています。3 地域の方針で書き方が違うことは私も気にな

っているところです。 

新井委員：窓口での筆談対応について記載がありましたが、筆談だけではなく、簡単な手話によるやりと

りについて対応いただけるような配慮があるとうれしいです。筆談ではやり取りしにくい人もいます。

区内のサークル活動などもありますので、そちらを活用して学んでいただけるといいと思います。 

元田会長：視覚障害者誘導用ブロックの整備については、各道路管理者が推進しているものと思います。

過日、歩行調査で視覚障害者の方と一緒に歩いたことがありましたが、狭い交差点でも進行方向を判断

できず、勾配がついているほうに流されて大通りの車道に入っていってしまう状況を見て、エスコート

ゾーンの必要性を強く認識したところです。狭い交差点での整備もあわせて進めていただけるように

お願いしたいと思います。 

 

（３）その他 

なし 

 

４ 閉会 

事務局：本日は熱心なご意見をいただき、ありがとうございました。次回の第 3 回協議会は 1 月 16 日火

曜日、午前 10 時から第一委員会室を予定しています。後日開催通知をお送り致しますので、ご調整い

ただきますようお願い申し上げます。 

以上 
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（以下、協議会にて回答できなかった内容です。） 

大塚北会館は平成２８年に完成しているため、生活関連施設として追加します。また、小石川東京病

院は診療を休止していますが、建替え後に診療を再開するようですので、生活関連施設として残しま

す。これらの内容は、第３回文京区バリアフリー基本構想推進協議会にて「文京区バリアフリー基本構

想重点整備地区別計画【山の手地域（東部・中央・西部）】（案）」としてお示しする予定です。 

 


